
日本とドイツにおける脱原発の課題 
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ドイツが脱原発に踏み切った一方、なぜ日本は重い腰が上がらないのか。 

脱原発が困難な理由、そして目指すべき脱原発とは何か。 

頻繁に指摘されるコストや利権といった問題以外の課題や要素から考える。 

 

はじめに 

福島第一原子力発電所の事故を受け、世界的にエネルギーに関する議論

が盛んになっている。ドイツでは脱原発法が成立し、将来的な脱原発に向けて

ある程度の具体的な道のりを示したが、日本は事故発生から 4 ヶ月が経った現

在も、これからのエネルギー政策の明確な方針を見出せずにいる。ドイツがや

っているのだから日本も脱原発に踏み出すべきであるという声が大きくなって

いるが、日本とドイツにおける原子力発電の位置付けや、なぜ脱原発が難しい

のか、という問題については十分な議論がされていない。ここではドイツが脱

原発に踏み出せた理由と日本が踏み出せない理由を両国の状況の違いから考察

し、脱原発が抱える問題点と目指すべき脱原発の在り方を考える。 

 

ドイツの脱原発 

先ず、ドイツの脱原発法の内容について簡単に説明したい。ドイツが打

ち出した脱原発法は、2002年に改正されたドイツの原子力法を土台にしている。

その原子力法の定めるプロセスは、原発の新規増設を禁じた上で操業年数や発

電総量の上限を設け、旧い原子炉から段階的に停止させることで 2022 年までに

原子力発電から撤退するというものである。これに従い、ドイツは2003年と2005

年にそれぞれ一基ずつ原発を停止させた。この原子力法は、原発の操業年数を

延長させる為に 2010 年 12 月に改正されたばかりであったが、福島の原発事故

を受け、その延長を一時停止した。今回の脱原発法は 2002年の原子力法で定め

た脱原発プロセスに加え、再生可能エネルギーの積極的推進と、原発を停止す

ることで不足する電力の輸入手段を盛り込んだものである。福島の原発事故が

原子力発電に対するドイツ国民の危機感を高め、再生可能エネルギーの展開を

加速させたのは確かだが、ドイツは元々脱原発への道を歩んでいた国であり、

その脱原発は熟議を重ねた末に出した答えである。ここが日本とは決定的に異

なるポイントと言える。 

 

日本の原子力 



菅首相は原発に依存しない社会を目指すことを表明したが、日本が歩ん

できた道は原子力立国計画という国策に象徴される。原子力立国計画では、原

子力を日本の基幹電源と位置付けている。主な計画としては、高速増殖炉の実

用化など原子力技術の発展を推進し、原子力発電のメリットを可視化すると共

に日本の総発電量における原子力の割合を高めることを目標としている。また

対外的には、日本の原子力産業の国際展開を支援する。この原子力立国計画に

は再生可能エネルギーについても記述があり、「新エネルギーの最大限の導入を

目指すが、供給安定性の課題があり、現時点では基幹電源となることは困難」1と

記されている。これらのエネルギー政策は2政権が交代してからも引き継がれて

おり、民主党の 2010年マニフェストにも原子力発電に関する項目は見当たらな

い。日本が如何に原子力に依存し、原子力発電が常識と化していたかがよくわ

かる。 

 

ドイツとの大きな違いは、この原子力発電と再生可能エネルギーの位置

付けである。日本が原子力を基幹電源として更なる発展を目指す中、ドイツは

原子力を再生可能エネルギーの安定供給が実現するまでの過渡的なエネルギー

として位置付けてきた。そして日本が再生可能エネルギーの普及を困難なもの

であると判断した一方、ドイツは発電量を増やす具体的な数値目標を掲げ、積

極的な推進を図ってきた。日本が脱原発を図るなら、ドイツが行ってきた脱原

発へのプロセスを踏んでいく必要性がある。 

 

脱原発の課題 

しかし、ドイツもまだ脱原発を実現していないことを忘れてはならない。

ドイツにも脱原発における問題点がある。産業の競争力低下やコストといった

経済面での問題もあるが、ここではエネルギーに焦点を絞って脱原発の課題を

挙げる。 

 

エネルギーの性質 

ドイツでは総発電量の 28%3を原子力が担っている。再生可能エネルギー

は発電効率が低く、ベースロード電源である原子力の役割をそっくり代替する

ことは、現時点では難しいとされている。原子力発電と同様に安定した電力供

給を達成できるのは、水力と火力発電に限られてしまう。しかし水力発電の担
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う発電量は低く、火力発電量を増やせば二酸化炭素の排出量も増えてしまう。

環境に優しい再生可能エネルギーを普及させる為に二酸化炭素を多く排出する

ようでは本末転倒だ。 

 

電力の安定供給 

2002 年の原子力法改正の時点では、原子力は再生可能エネルギーの安定

供給が実現するまでの過渡的なエネルギーと位置付けられていたが、今度の脱

原発法により、再生可能エネルギーの安定供給が実現する前に脱原発に踏み切

ったということになる。これはドイツが国内の原発の停止に重点を置いたから

だと考えられる。そして原発の停止によって発生する電力の不足分は、外国か

ら輸入する計画になっている。これは EUだからこそ可能な計画であるが、問題

は輸入先に隣国の原発大国フランスが含まれていることだ。国内の原発を全て

停止させたとしても、原子力発電で作られた電力を輸入するようでは、脱原発

と呼べるのかというジレンマがある。 

 

 

脱原発の定義 

ドイツの脱原発が抱えるジレンマを見て、浮上する疑問がある。脱原発

とは、自国から原発がなくなれば達成されるものなのだろうか。自国内の原発

をなくす目的が国民の安全を守ることであるならば、近隣の国々に原発が存在

し、被害が広範囲に及ぶ事故が発生する可能性がある限り、原発が孕む危険性

から逃れたとは言えないのではないか。2011年 6月 28日には、フランスのアル

ザス地方にあるフェッセンハイム原発の操業停止を求めるデモがあった。この

デモはフランス・ドイツ・スイスの反原発団体によって組織されていた。その

理由は、フェッセンハイム原発がドイツとスイスの国境に近いフランス東部に

位置し、事故があった際の被害がフランス国内では止まらないと危惧されてい

るからだ。このように脱原発は国を超え、もっと広範な地域単位で共同歩調を

取らなければならないのではないか。 

 

日本の脱原発 

これらの問題をドイツが如何に解決していくのか。日本にとって、ドイ

ツの動向は決して他人事ではない。日本では総発電量の 29.2%4を原子力が担っ

ており、総発電量における原子力の割合がドイツと酷似している為、ドイツは

日本が脱原発を考える際のモデルケースになり得る。もし日本がドイツと共に

脱原発への道を歩むならば、課題とされている再生可能エネルギーの安定供給
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を実現させ、その有効性を世界に示すことが期待される。そして再生可能エネ

ルギーを、電力としての役割のみならず、技術としても原子力に置き換わる産

業として位置付けることが好ましい。福島の原発事故も未だ収束せず、震災復

興などの課題もまだまだ山積しているが、日本は今後のエネルギー政策に関す

る明確な方針を早急に打ち出す必要がある。ドイツの脱原発が結果を出すまで

待っていられない。 
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